
年金ミニ知識
問い合わせ　戸籍・年金担当

†76－2151 内線 222、223

◎付加年金の保険料は４００円

定額保険料に付加保険料をプラスして

納付すると、将来受け取る老齢基礎年金

に付加年金が上乗せされます。

納めた付加保険料は、将来、付加年金

として２年間受け取ると、３年目以降は

「もらい得」になる大変お得な制度です。

◎いくら上乗せされるかというと…

受け取る時の付加年金額の計算式

200円×付加保険料納付済月数

例：付加保険料を10年間納めた場合

○付加保険料（支払う額）

400円×10年(120月)＝48,000円納めると

１年間に受け取る付加年金額は･･･

受け取る時は、１か月200円で計算さ

れますので、10年間納めた場合は、年間

2,400円×10年＝24,000円の増額（年間）

となります。

したがって、２年間で納めた付加保険

料と同額となるため大変お得です。

◎付加年金に加入できる人

国民年金の第１号被保険者と65歳未満

の任意加入被保険者です（国民年金基金

に加入中の方は加入できません）。

年金をお得に増やせます
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対象者 全町民（３歳以下は無料です）

交付に必要なもの 印鑑（世帯ごとに交付します、

世帯員であればどなたでもけっこうです）

交付場所　３月26日（火）は下記の場所と時間で行います。

３月27日（水）以降は役場戸籍年金窓口（５番）で行います。

交付数　大人（中学生以上）、小人（４歳から小学生まで）各５枚交付

問い合わせ先　産業振興課商工観光担当　†76-2151（内線256）

対象者 q 70歳以上の方（昭和18年４月１日までに生まれた方）

w３級以上の身体障がい者手帳をお持ちの方（寝たきり等バス乗車が不可能な方は除きます）

e 療育手帳をお持ちの方（A判定:B判定）

r 精神保健福祉手帳をお持ちの方

t w・eのうち、ひとりでバスに乗車できない方の介護者

（wは第１種の方、eは18歳未満又はA判定の方）

申請に必要なもの　印鑑（代理申請の場合は代理者の印鑑も必要です）

申請場所 ３月26日（火）は下記の場所と時間で行います。

３月27日（水）以降は役場福祉担当窓口（14番）で行います。

問い合わせ先　保健福祉課福祉担当 †76－2151（内線233）

◆ランプの宿 森つべつ町民入浴優待券（全町民）

●バス無料乗車券（北見バス用：開成線、美幌線）

�

◎保険証に

■更新期間　　　　　３月18日～29日まで

■更新が必要な人　　津別町を離れて通学している方

■更新に必要なもの　保険証・印鑑・在学証明書(※)

■更新窓口　　　　　役場o番国保担当窓口

●次の方も手続きが必要です

卒業後も国保の方 → 資格区分変更届

社保に加入した方 → 国保の喪失届

＜詳しくはこちらに問い合わせください＞

保健福祉課国保担当　†76－2151（内線229）

※必要な在学証明書は、新学年分となります。４月以降の

証明書が必要となりますので保険証を更新した後、各学

校より取り寄せの上、国保の窓口へご提出ください。

70歳から74歳の方の医療機関に支払う一部負担金について、

平成25年度も従来の１割に据え置かれることになりました。

これに伴い、高齢受給者証が更新になりますが、新しい受給

者証は該当被保険者宛に郵送させていただきます。

平成25年３月31日で有効期限が切れます！

◎高齢受給者証（70歳～74歳までの方）が

更新になります。

学の表示がある方

問い合わせ先　建設課道路車両グループ　†76－2151（内線249）


